
第 7章 まちづくりのための
連携（再掲）

第１節　施策間の連携

第２節　実施主体間の連携



久
慈
市
総
合
計
画

　基本構想に掲げた「６つの基本方針」に基づいて進める「まちづくり」は、『連携』が非常
に重要となります。このことは第１章「市民との積極的な協働を進めるまちづくり」に詳しく
まとめられていますが、後期基本計画の策定に当たり、改めて確認し、共有します。

　総合計画における「基本方針」や「主要施策」は、それぞれが独立してそれぞれの目標を目
指すものではなく、他の基本方針や他の施策と相互に密接に連動しながら、一体となって「夢
・希望・未来に向かってひと輝くまち」を実現していくものであり、しかも、各部課等が所掌
する取組みを相互に関連付けながら、横断的に連携して進めていきます。

　「夢・希望・未来に向かってひと輝くまち」は、行政による取組みだけでは決して実現する
ことができません。主役である「ひと（市民一人ひとり）」が自ら輝こうとする「意思・行動」
が必要であることはもちろん、行政よりも身近な立場からきめ細やかに支援することができる
町内会やボランティア団体等が、「ひと」を輝かせる支援組織として必要であり、また自らが「ひ
と」として輝く舞台の存在が不可欠となっています。
　したがって、市は町内会やボランティア団体等との協働によって市民一人ひとりを支援して
いくとともに、町内会やボランティア団体等が協働の担い手として自立できるよう育成、支援
を進めていきます。

が
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夢・希望・未来に向かってひと輝くまち

小学校

教育委員会

子ども

市役所の関係部署（連携）

保護者
ＰＴＡ

学習機会の
提供、健康
診断など

農林水産業振興
商工業等の振興
観光の振興

産業を支える
インフラの整備

（道路・港湾整備など）

地域コミュニティ
助成事業など

健康な生活

連携

子育て

健康づくりの
機会提供など

一体 協働

協働

町内会
ボランティア
団体等

医療費助成など

地域資源活用

事業拡大
新規事業開拓

協働

協働

食　育

放課後児童クラブ

医師確保

公園整備など

健康づくりの
機会提供など

夢・希望・未来に向かってひと輝くまち

市役所の関係部署（連携）

健やかで心豊かな生活 地域経済の活性化

雇用の場の創出

地場企業
誘致企業

市民

大学・
研究機関

町内会
ボランティア
団体等

職業観・
勤労観の醸成

連携

連携

協働

【例：子ども（小学生）の健康を実現するための連携】

【例：雇用の場の創出における連携】
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夢・希望・未来に向かってひと輝くまち

地域活性化 経済活性化住みよい環境

市　民 市内事業所
久慈広域連合

岩手北部広域環境組合

市役所の関係部署（連携）

町内会
ボランティア
団体等

関　係
市町村

情報提供
生ごみ処理機購入

補助など

排出量に応じた
処理費用負担

情報提供・指導等

生ごみの減量
「事業系ごみ排出
ルール」の徹底

ゴミ排出量減少
資源化率向上

協働

連携

連携

協働

協働
協働

生ごみの減量
ごみ分別・資源化

【例：ごみの減量化、再利用、再資源化における連携】１
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